
報道資料 

令和７年（２０２５年）１２月２６日 

 

懲 戒 処 分 に つ い て 

 

１ 被 処 分 者 熊本市立小学校教諭 （男性・４０歳） 

 

２ 処 分 内 容 停職（２月） 

 

３ 処 分 事 由 地方公務員法第２９条第１項第１号（法令違反）及び第３号（一般非行） 

 

４ 処分発令日 令和７年（２０２５年）１２月２６日 

 

５ 事実の概要 ・被処分者は、令和７年（２０２５年）１０月３１日午後７時３０分頃

から翌１１月１日午前０時３０分頃まで熊本市中央区の飲食店で飲

酒後、熊本市南区の自宅まで帰宅する目的で熊本市中央区下通１丁目

の熊本立体駐車場前からレンタル自転車を使用した。そして、帰宅途

中の同日午前１時過ぎ、パトカーで巡回中の警察官に声をかけられ、

酒気帯び運転（呼気０．４１ｍｇ/ℓ）で摘発された。 

・これにより、被処分者は、令和７年（２０２５年）１２月４日付けで

熊本簡易裁判所から罰金１０万円の略式命令を受けた。 

 

６ 関係者の処分 無し 

 
 
【参考】懲戒処分の指針【抜粋】 
第２ 標準例 
１ 飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係 
(1) 飲酒運転 
イ 酒気帯び運転 

(ｱ) 酒気帯び運転による人身事故を起こした職員は、免職（運転した車両が軽車両である
場合は、免職又は停職）とする。 

(ｲ) (ｱ)以外の場合で、酒気帯び運転をした職員は、免職又は停職とする。この場合にお
いて、物の損壊に係る交通事故を起こして必要な措置を講じなかった職員は、免職とす
る。 

問合せ先 
熊本市教育委員会事務局教職員課 
ＴＥＬ：０９６‐３２８‐２７２０ 
課 長：上村 清敬 


